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千葉市では、子どもの読書活動をより一層推進するため、「千葉市子ども読書活動推進計

画（第５次）（案）」を作成しました。 

このたび、本案についてパブリックコメント手続を実施しますので、お知らせします。 

 

１ 策定の趣旨 

子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）に基づき、国（令

和５年３月策定）および千葉県（令和７年１０月策定）の第５次計画を基本とし、こども・

若者会議での意見を踏まえ、千葉市子ども読書活動推進計画（第５次）（案）を作成しま

した。 

 

２ 千葉市子ども読書活動推進計画（第５次）（案）の公表 

（１）公表期間 

令和８年１月２０日（火）～２月２０日（金） 

（２）公表方法 

ア 市ホームページへの掲載   

【URL】https://www.city.chiba.jp/go/pbc 

イ 閲覧および配布 

中央図書館、地区図書館・分館、行政資料室（市役所低層棟２階）、各区役所総務課 

 

３ 意見の募集 

（１）募集期間 

令和８年１月２０日（火）～２月２０日（金）  

（２）募集方法 

「千葉市子ども読書活動推進計画（第５次）（案）に対する意見」と記載の上、住所、

氏名（ふりがな）または団体名・団体の所在地・代表者氏名（ふりがな）を明記し、次

のいずれかの方法により文書にてご提出ください。  

（３）提出先  

ア 郵送    〒２６０－００４５ 

千葉市中央区弁天３－７－７ 千葉市中央図書館管理課 

イ ＦＡＸ    ０４３－２８７－４０７４ 

ウ 電子メール kanri.LIB@city.chiba.lg.jp 

エ 持参    中央図書館、地区図書館・分館、各区役所総務課 

※障害等により、上記の方法による提出が困難な場合は、事前に中央図書館管理課まで

ご相談ください。  

 
 令和８年１月１９日 

教育委員会事務局生涯学習部 
中央図書館管理課 
電話 ２８７－４０８１ 
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４ 市民等への周知 

（１）ちば市政だより １月号掲載 

（２）市ホームページ １月２０日（火）公開 

 

５ 意見等の公表 

いただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方は、令和８年３月に公表する予定で

す。なお、住所、氏名等の個人情報は公表しません。  

 

 


